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「福島県内の除去土壌等を
中間貯蔵開始後30 年以内(2045年3月まで)に

福島県外で最終処分すること」

福島の深刻な環境被害と、
それによる住民の方々の過重な負担を考慮したもの

県外最終処分
法律で定められた国の責務
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除去土壌の再生利用について

○ 環境省では、飯舘村長泥地区において、食用作物や花き類、
野菜等の栽培実験を行い、安全性を確認。

○ 除去土壌のうち、全体の約３／４の濃度が低い土壌は再生
利用、残りの約１／４の濃度が高い土壌は最終処分へ。
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再生利用についての情報発信の取組

総理大臣官邸

環境大臣室

除去土壌を用いた鉢植えの設置
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定期的な現地見学会の実施



一人でも多くの方に
この問題を知っていただき
共に考えていただきたい
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